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 次の事項に該当する場合は、※納期限までに申請することにより個人市民税の減免を受けることがで

きます。 

 

各事項各事項各事項各事項にはにはにはには減免減免減免減免のののの基準基準基準基準があるとともにがあるとともにがあるとともにがあるとともに、、、、申請時点申請時点申請時点申請時点でででで未納未納未納未納のののの額額額額がががが対象対象対象対象ですですですです。。。。（（（（納期限納期限納期限納期限のののの過過過過ぎたものはぎたものはぎたものはぎたものは減免減免減免減免でででで

きないこととなっていますきないこととなっていますきないこととなっていますきないこととなっています）））） 

なおなおなおなお、、、、当該年度当該年度当該年度当該年度のののの市民税市民税市民税市民税・・・・道民税納税通知書道民税納税通知書道民税納税通知書道民税納税通知書がががが送付送付送付送付されたされたされたされた時点時点時点時点でででで年金年金年金年金からからからから個人市民税個人市民税個人市民税個人市民税がががが天引天引天引天引ききききされたされたされたされた

ももももののののについてはについてはについてはについては、、、、減免対象減免対象減免対象減免対象といたしますといたしますといたしますといたします。。。。 

 

※個人市民税の納付方法によって納期限が異なります。 

（1）納付書及び口座振替：各納期の末日 

（2）給与からの天引き：給与支払月の翌月１０日まで 

（3）年金からの天引き：年金支払月の翌月１０日まで 

 

  １１１１ 災害災害災害災害によりによりによりにより甚大甚大甚大甚大なななな損害損害損害損害をををを受受受受けたけたけたけた方方方方   

震災・風水害・火災などの災害により甚大な損害を受けた方で一定の条件に該当する方は、減免の

対象となる場合があります。詳しくは担当までお問い合わせください。 

 

  ２２２２ 生活保護生活保護生活保護生活保護をををを受受受受けているけているけているけている方方方方   

生活保護法による扶助を受けている方は、減免の対象となります。 

事                   由 減免の割合 

(1) 生活保護法による扶助を受けている方  全  部 

(2) 納税義務者の死亡により生活保護法による 

   生活扶助を受けている相続人 

全  部 

 

  ３３３３ 学生学生学生学生・・・・生徒生徒生徒生徒      

所得税法第２条第３２号のイ、ロ、ハに規定される学生・生徒になったことにより収入を得られな

くなった方で、今年の所得見込が７５万円(不労所得１０万円、給与収入で１３０万円)以下である場

合は減免の対象になります。（在学証明書等が必要です。） 

 

  ４４４４    生活生活生活生活がががが著著著著しくしくしくしく困窮困窮困窮困窮とととと認認認認められるめられるめられるめられる方方方方      

廃業もしくは休業（法人を除く）、失業（自己都合による退職および定年退職を除く）または疾病等

により、生活が著しく困難と認められる方で、所得の減少する割合が前年に比較して１０分の３以上

で、生計を一にする家族の所得（非課税所得を含む）の合計が個人市民税所得割の非課税限度額以下

であり、かつ、前年の合計所得金額が３００万円以下の方が減免の対象となります。 

所得の減少する割合 減免の割合 

 10 分の７以上のとき 全 部 

 10 分の５以上 10 分の７未満のとき 10 分の７ 

 10 分の３以上 10 分の５未満のとき 10 分の４ 

 



■ 問い合わせ先 

帯広市 政策推進部 税務室 市民税課 市民税係 

〒０８０－８６７０ 

帯広市西 5 条南 7 丁目１ 

電話 ０１５５－２４－４１１１（内線１５２１～１５２７） 

    ０１５５－６５－４１２０（直通） 

ＦＡＸ ０１５５－２３－０１５４ 

Ｅメール ｃｉｖｉｌ_ｔａｘ＠ｃｉｔｙ．ｏｂｉｈｉｒｏ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｊｐ 


